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○目黒区公益通報者保護条例施行規則 

平成１８年３月 

目黒区規則第１１号 

目黒区公益通報者保護条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、目黒区公益通報者保護条例（平成１７年１２月目黒区条例

第５９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（公益通報処理契約で定める事項） 

第２条 条例第５条第１項に規定する公益通報処理契約には、次の各号に掲げる

事項を定めるものとする。 

(1) 契約の期間 

(2) 支払うべき費用の額の算定方法 

(3) 支払うべき費用の支払方法 

(4) 個人情報の保護に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

（受付の報告） 

第３条 条例第１０条第２項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項を明ら

かにして行うものとする。 

(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日 

(2) 公益通報者又は不利益取扱いの申出をした者の氏名（特に必要があると認

められる場合に限る。） 

(3) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容 

(4) 調査の方針 

（身分証明書の携帯等） 

第４条 条例第６条第１項に規定する公益通報者保護委員（以下「委員」という。）

は、条例第１１条第１項の規定による調査を行うときは、その身分を示す別記

様式による証明書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければなら
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ない。 

（調査結果の報告） 

第５条 条例第１２条第１項又は第２項の規定による報告は、次の各号に掲げる

事項を明らかにして行うものとする。 

(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日 

(2) 公益通報者又は不利益取扱いの申出をした者の氏名（特に必要があると認

められる場合に限る。） 

(3) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容 

(4) 調査の経過及び結果 

(5) 委員の意見 

２ 条例第１２条第３項の規定による報告は、前項各号（第２号を除く。）に掲

げる事項を明らかにして行うものとする。 

３ 委員は、公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた日の翌日から起算し

て６０日以内に、前２項の規定による報告を行わなければならない。 

４ 区長は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に報告することが

できないと認めるときは、３０日を限度として、その期間を延長することがで

きる。 

（改善等の勧告等） 

第６条 区長は、前条第１項の規定による報告を受けた場合において条例第１３

条第１項又は第２項の規定による勧告をすべきときは、速やかに当該勧告をし

なければならない。 

２ 前項の規定による勧告は、次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものと

する。 

(1) 公益通報又は不利益取扱いの申出を受け付けた年月日 

(2) 公益通報又は不利益取扱いの申出の内容 

(3) 改善等の措置の内容及び期限 

３ 前２項の規定による勧告を受けたものは、速やかに当該勧告に係る対応の方

針を区長に報告しなければならない。 
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４ 第１項及び第２項の規定による勧告を受けたものは、当該勧告に定められた

期限までに必要な措置を講ずるとともに、その結果を区長に報告しなければな

らない。特別の理由により措置を講ずることができない場合も同様とする。こ

の場合においては、理由を付さなければならない。 

（改善等の措置の内容等の公表等） 

第７条 条例第１３条第３項又は第４項の規定による公表は、告示、目黒区（以

下「区」という。）が発行する広報紙への掲載その他の方法により行うものと

する。 

２ 区長は、前項の規定による公表をしたときは、その旨及び公表の内容を委員

に報告するものとする。 

（運用状況の公表） 

第８条 条例第１５条の規定による公表は、区が発行する広報紙への掲載その他

の方法により行うものとする。 

（台帳の備付け等） 

第９条 委員は、事前相談、公益通報及び不利益取扱いの申出の処理状況に関す

る台帳を作成し、常に整理しておかなければならない。 

２ 委員又は委員であった者は、前項の規定により作成した台帳及び関係資料を、

事前相談、公益通報又は不利益取扱いの申出の受付の日から１０年間保存しな

ければならない。 

３ 前項の保存期間の経過後は、当該台帳及び関係資料を、裁断、溶解等の方法

により、適切に廃棄しなければならない。 

（実績報告） 

第１０条 委員は、毎月区長が指定する日までに、前月分の事前相談、公益通報

及び不利益取扱いの申出の件数及び内容等業務の実績について、区長に報告し

なければならない。 

（連絡窓口） 

第１１条 委員と区との連絡窓口は、総務部総務課に置く。 

付 則 
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この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 
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